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【適時開示の概要】 

１．社内体制の状況 

 当社は、社内各部門に対する適時開示規則の周知徹底を図るとともに、特に重要な会社情報が集

中すると思われる部署間での情報連絡体制を構築し、適時適切な情報開示に努めております。 

(1)決定事実・発生事実 

① 当社及び当社連結子会社の会社情報のうち、適時開示が必要な「重要な会社情報」に該当する可

能性のあるものについては、社内各部門より法務室、資金部（適時開示実施責任部署）、経営企

画部（取締役会・経営執行会議事務局）、広報部（メディア向け広報責任部署）に通知。

② 法務室は、通知された会社情報が適時開示が必要な「重要な会社情報」に該当するか否かを内容

から判断の上、判断結果を資金部に連絡。

③ 資金部は、法務室から連絡のあった「重要な会社情報」に該当すると判断された会社情報につい

て、財務担当役員（情報取扱責任者）の承認を得て適時開示を実施。

④ 法務室、資金部、経営企画部、広報部は、業務遂行の過程で間接的に「重要事実」に該当する可

能性があると思われる会社情報を入手した場合、速やかに相互への連絡を行うとともに、当該情

報の主管部署に対して「重要な会社情報」の通知を徹底するよう要請。

(2)決算情報 

① 決算に関する情報については、取締役会にて確定次第、資金部が財務担当役員（情報取扱責任者）

の承認を得て適時開示を実施。

【決定事実・発生事実の適時開示手続に係る業務フロー】

（注）本概要における部署名は、2016 年 8月末日現在。 
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